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報告事項１ 北部・南部まちなか循環バスの利用促進策について 

 

 

 

 

 

１．のべおか脱炭素アプリとは 

 市民の脱炭素に関する意識・行動内容を促すことを目的として提供をスタートしたアプ

リです。 

日々の脱炭素に関する取り組みにポイントが進呈され、貯めたポイントは「のべおか

COIN」（延岡市の地域通貨）に交換して市内のお店での買い物などに使用できます。 

 

２．キャンペーンの概要 

 ■ ポイント付与場所 

   北部・南部まちなか循環バス車内 

    

■ 期間 

   令和７年２月１４日（金）～令和７年３月１４日（金） 

※20日間 

 

 ■ 進呈ポイント数 

   200ポイント（のべおか COIN２００ポイント） 

   ※宮崎交通路線バスの運賃としての使用は不可 

 

 ■ 利用方法 

   バス降車時にアプリでバーコードを読み込んでポイント獲得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、実証運行に取り組んでいる「北部・南部まちなか循環バス」の利用促進の一環とし

て、「のべおか脱炭素アプリポイント２００ポイント」を進呈するキャンペーンを実施し

ます。 

■ 周知方法（予定） 

・市ホームページ・公式 LINE  2/7～ 

・新聞広告           2/10 

・夕刊デイリーに掲載予定 

・バス車内に掲載        2/7～ 

・沿線施設等へのチラシ配布   2/7～ 

沿線病院・薬局等（58ヵ所予定） 

 沿線施設等   （23ヵ所予定） 

 ※北部沿線施設数：36施設  

※南部沿線施設数：45施設 
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協議事項１ 北部・南部まちなか循環バスの本格運行について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項２ 南部乗合タクシーのルート延伸について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、実証運行に取り組んでいる「北部・南部まちなか循環バス」について、本格運行に

向けて取組みを進めているところです。 

現状の報告等も含めて本格運行に向けた協議を行います。 

「北部・南部まちなか循環バス」の本格運行を見据え、鶴ケ丘地区より南からでも南部ま

ちなか循環バスを利用することができるよう、南部乗合タクシーのルート延伸を行うこ

ととします。 

 

 

詳細は「延岡市地域公共交通会議資料別紙」 

をご覧ください 

 

 

詳細は「延岡市地域公共交通会議資料別紙」 

をご覧ください 
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協議事項３ 地域の団体による互助輸送の実施について 

 

 

 

 

 

 

 

１．互助輸送とは 

 地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しない助け合いによる運

送のことです。 

 

２．延岡市地域交通支援補助金とは 

  地域の NPO 法人や一般社団法人、５人以上の団体が主体となって輸送を行う場合に、

延岡市が補助を通じてサポートするというものです。具体的には以下のとおりです。 

----------------- 

 公共交通空白地域有償運送        補助上限額 ▶▶▶ 200 万円 

 法律（道路運送法）にもとづき許可・登録を受けて有料で行う運送です。 

○補助対象者：社会福祉法人、 NPO 法人等 

○補助対象経費：燃料費、自動車損害賠償保険料、自動車借上料、 

        講習会受講料、運転士人件費、オペレーター人件費等 

 

 互助による輸送             補助上限額 ▶▶▶ １00 万円 

 法律にもとづく許可・登録を受けず、ボランティアで行う運送です。 

○補助対象者 ：NPO 法人等、５人以上の団体（規約が必要） 

○補助対象経費：燃料費、自動車損害賠償保険料、自動車借上料、オペレーター人件費等 

 

 事業者連携運送             補助上限額 ▶▶▶ １00 万円 

 区等の団体がタクシー会社等に「乗合タクシー」を委託して運行します。 

○補助対象者 ：NPO 法人等、５人以上の団体（規約が必要） 

○補助対象経費：タクシー会社への委託料等 

※ただし、タクシー会社等の状況によっては実施できないこともあります。 

----------------- 

本市では、地域の団体が主体となる地域交通づくりの取組みに対して補助制度を創設し

ています（延岡市地域交通支援補助金）。現在、２団体がこの補助金を活用しながら地域

交通づくりに取り組んでいるところです。 

今回、新たに、本補助金を活用して互助輸送による移動支援の実施を希望する団体がある

ことから、互助輸送の該当性や既存の地域交通との連携などについて協議を行います。 
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３．団体の互助輸送の概要 

  

実施主体 一般社団法人 うらしろスマイルプロジェクト                    

活動の目的 

（解決したい課題等） 

①特認校延岡市立浦城小学校に通学したいが家庭の都合上送迎が

できない方への支援 

②浦城町民で移動が困難な方の送迎支援 

活動開始時期 令和７年３月 （予定）  

運行形態 

・道路運送法上の許可又は登録を要しない互助輸送として、利用

者から運賃等を徴収せず移送支援を行う。 

・法人で人格と運転レベルを認められた方を運転士とする（保険

の等級や免許の確認などを確認） 

・利用者と決めた時間で定期便とする 

利用対象者 小学生・高齢者 

運行範囲 延岡市内 

運行ルート 延岡市内〜浦城町 

運行日 平日 

運行時間帯 ７：００〜１７：００ 

利用料金 なし 

使用車両 日産セレナ（個人（下記運転手）の所有車） 

車両保管場所 浦城小学校 駐車場（区長の所有） 

運転手 一般市民 

安全管理 

・安全サポート支援のある車両を利用する 

・運転士に対して毎朝アルコール検査を行う。 

・運転士や運行管理者について、安全運転に関する研修等を受講

する 

自動車保険 

対人賠償：無制限 

対物賠償：無制限 

搭乗者傷害：現在検討中 

車両保険：未定 

利用見込人数 ５名 

支援制度の活用 
延岡市地域交通支援補助金への申請を予定する。※令和７年４月

以降の申請を予定 

今後の対応 

市の支援制度の申請前に、市の指導に基づき、利用規約（事故発

生時に適用する保険の範囲、管理責任者、連絡体制等の明示を含

むものであって、利用会員に予め提示し、了承を得るためのも

の）を整備する。 

 


